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           公共料金の割引・免除 
 

１ 交 通 料 金 の 割 引                   

⑴ ＪＲ旅客運賃の割引 障害の状況に応じて次のとおりＪＲの旅客運賃が割引されます。 

種 別 要  件 割引率 

 

 

 

第１種 

【普通乗車券】 

・本人のみの利用時、片道１００㎞を超える場合に割引 

・介護者が同伴する場合、距離関係なく本人と介護者（一人）に 

割引 

【定期乗車券・回数券・急行券】※急行券は特急券とは異なります。 

・介護者が同伴する場合のみ、距離関係なく本人と介護者（一人） 

に割引 

 

 

 

 

 

５０％ 

 

 

第２種 

【普通乗車券】 

・本人のみ片道１００㎞を超える場合に割引 

【定期乗車券】 

・本人が１２歳未満かつ介護者が同伴する場合のみ、距離関係な

く本人と介護者（一人）に割引（小児定期乗車券を除く） 

＊利用の方法  各駅の乗車券販売窓口で手帳を提示して購入してください。 

＊その他    ＪＲ以外の公営及び民営の鉄道でもほぼＪＲに準じて割引を行っています

ので、窓口でお問い合わせください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ ＪＲ・私鉄の各駅 

⑵ バス運賃の割引 障害の状況に応じてバスの運賃が次のとおり割引されます。 

種 別 要    件 割引率 

第１種 
【普通乗車券】 

本人と介護者に対する割引 

５０％ 

【定期乗車券】 

本人と介護者に対する割引 

３０％ 

 

第２種 

【普通乗車券】 

本人に対してのみ割引 

５０％ 

【定期乗車券】 

本人に対してのみ割引 

３０％ 

＊精神保健福祉手帳所持者は静岡県内のバスの運賃が半額となります。 

＊利用の方法  運賃を支払う時に手帳を提示してください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ バス事業所の営業所 
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⑶ 航空運賃の割引 

割引率は、普通大人片道運賃の２５％割引です。（国内線全区間） 

また、介護者（一人）も同様の割引が受けられます。（航空会社により扱いは異なり

ます） 

＊ 利用の方法  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を航空券販売窓 

口に提示して購入してください。 

＊ 割引が受けられるかの確認は、利用する航空会社にお問い合わせください。 

 【相談窓口】◆ 日本国内各航空会社 

  

⑷ タクシー運賃の割引  

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人は、タクシー料金の１０％が割引さ

れます。ただし、送迎回送料金、有料道路通行料、駐車料金は対象となりません。 

＊ 利用の方法  タクシー利用時、運転手に手帳を提示してください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

 

⑸ タクシー料金の助成  重度の心身障がい者のタクシー料金を助成します。 

＊ 助成内容   普通車タクシー基本料金相当額の助成券を、年間２４枚交付します。 

１回の乗車に４枚まで使用できます。 

           ※年度途中で資格を取得した場合、４月中の交付は２４枚とし、それ以降

の交付枚数は経過した月数を差し引いた枚数となります。 

＊ 利用できる方 市内に居住し次のいずれかに該当する方 

① 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている方 

② 療育手帳Ａの交付を受けている方 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級又は２級の交付を受けている方 

（社会福祉施設に入所している方は除きます） 

＊ 利用の方法  ① 社会福祉課窓口で伊東市タクシー助成券の交付を受ける。（４月中 

    は各出張所・連絡所でも受け取れます） 

② タクシーを利用した際、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者

保健福祉手帳を提示し、10％の割引をうけ、タクシー助成券を併用す

る場合は、割引後の金額に対して、助成券を切り取って渡す。 

※利用できるタクシー会社は、タクシー助成券をご覧ください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課 （☎３２－１５３２・１５３３） 
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２ 有料道路通行料の割引                         

障害者手帳の交付を受けている人は、次のとおり有料道路の通行料が割引されます。 

利用区分 身体障がい者自ら運転する場合 重度身体障がい者又は重度知的障がい

者を乗車させている場合 

対象となる

障がい者 

身体障害者手帳所持者 旅客運賃減額欄第１種手帳所持者 

療育手帳Ａ所持者 

対象となる

自動車 

 

障がい者本人又は親族の所有車 

 

障がい者本人又は親族の所有車 

障がい者本人又は親族が車を所有しな

い場合で、本人を日常的に介護する者

が所有する車 

ＥＴＣ登録

する場合 

上記割引対象要件を満たしている障がい者、自動車の範囲内の車を１台

登録。（営業用自動車、レンタカー、軽トラック、車検・修理時の代車

は登録できません。） 

割引の内容 通常の通行料金の半額 

申請方法 居住地の福祉事務所に有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請書を

提出する。(身体障害者手帳・療育手帳・自動車車検証・運転免許証・障

がい者本人名義のＥＴＣカード・ＥＴＣ車載器ｾｯﾄｱｯﾌﾟ申込書、証明書

等）またはオンライン申請（ＥＴＣ利用者のみ） 

オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp 

利用方法 ・現金：料金所で必要事項（割引措置対象である旨・自動車登録番号(又

は車両番号)・割引有効期限）の記載された身体障害者手帳、療育手帳を

提示して通過 

・ＥＴＣ：登録済みのＥＴＣカード、車載器搭載車両で料金所を通過 

※登録していない車、レンタカー、車検・修理時の代車で通過する場合

は、現金払いのみ割引対象 

有効期限 ２年間（初回登録時は、２回目の誕生日まで。） 

更新は有効期限の２か月前から手続き可能 

・障がい者割引と時間帯割引は重複して適用されません。それぞれの割引後料金を比較

し、安い方が適用されます。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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３ 盲 人 用 郵 便 物 の 無 料 制 度                              

視覚に障がいがある方の点字だけを内容とする開封された郵便物や点字図書館等の指定され

たところへ送付する点字紙・録音テープ等を内容とする３㎏までの郵便物の送料が免除されま

す。 

また、点字郵便物として郵送できない３㎏までの冊子小包郵便物や３㎏を超える一般小包郵

便の料金は半額になります。 

 【相談窓口】◆ 郵便局  

 

４ 青い鳥郵便はがきの無料配布  

 重度身体障がい者の方及び重度知的障がい者の方で希望される方に、通常郵便はがき（くぼ

み入り・無地又はインクジェット紙）を無料で差し上げます。 

対象となる方 身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ（又は１度、２度） 

受付期間 毎年４月から５月まで（年度によって多少異なります。） 

配布枚数 一人につき２０枚 

申込方法 郵便局に身体障害者手帳、療育手帳を提示し、所定の用紙に必要事項

を記入して窓口に提出してください。（代理の方でも申し込めます） 

詳しくは、お近くの郵便局にお問い合わせください。 

【相談窓口】◆ 郵便局  

 

５ ヘルプマーク・ヘルプカード 

   外見では障がいがあると分からなくても援助や配慮が必要な方を対象にヘルプマーク・ 

ヘルプカードを配布しています。 

   希望される方は社会福祉課窓口でお問い合わせください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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６ Ｎ Ｈ Ｋ 放 送 受 信 料 の 減 免                             

 

手 帳 の 種 類 全額免除（障がい者の方を世帯構成員に有する場合） 

 身 体 障 が い 者 

 

 

・市民税非課税世帯 知 的 障 が い 者 

精 神 障 が い 者 

 

 

 

手 帳 の 種 類 半額免除（障がい者の方が世帯主の場合） 

 

身 体 障 が い 者 

 

・視覚障がい者 

・聴覚障がい者 

・障害等級が１級・２級 

知 的 障 が い 者 ・障害の程度がＡ 

精 神 障 が い 者 

 

 

・障害等級が１級 
 

＊利用の方法  放送受信料免除（全額・半額）申請書に福祉事務所長の免除事由証明 

を受けて提出します。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ ＮＨＫ静岡放送局営業部  静岡市駿河区八幡１丁目６番１ 

          （☎０５４－６５４－５２００） 

 

７ 携 帯 電 話 料 金 の 割 引                             

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が対象です。 

 割引が受けられるかの確認は、各取扱い店にお問い合わせください。 

  【相談窓口】◆ 携帯電話各取扱い店  

 

８ ミ ラ イ ロ Ｉ Ｄ 

   ミライロＩＤとは、全国のミライロＩＤを導入している施設や飲食店等で障害者手帳のか

わりとして使用できるスマートフォンアプリです。利用者は障害者手帳を提示するのと同じ

割引サービスを受けることができ、「スマートフォンを提示するだけで素早く確認してもら

える」、「障害者手帳を提示する物理的・心理的負担が軽減される」といったメリットがあ

ります。ただし、登録には写真付きの障害者手帳が必要です。 
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９ 福 祉 電 話                     

身体障がい者等が次の表の福祉用電話を利用する場合、利用料金が割引となります。 
 
 

福祉用電話器の名称 機 能 概 要                           

 料金（月額）               福祉用料金 

対 象 者           

 

  
 福祉用  一般用 

 シルバーホン 

 （あんしんＳⅤＩ） 

 ひとり暮らしのお年寄りの方 
などが、いざという時にボタ 
ン１つで身寄りの方やヘルパ 
ーに急をつげることができる 
装置です。お手持ちの電話機 
につなげて使用します。 

   円 

   198 

   円 

   528 

 ・６５歳以上 
  で次に該当 
  する方 

 

①ひとり暮らし

の方 

②身体障がい

者、寝たきり

の配偶者又は

未成年者との

み生計を共に

する方 

 

・身体障害者手

帳の交付を受

けている方 

  

 オ 

 プ 
 シ 
 ョ 
 ン 

 ワイヤレス 

リモート 

スイッチ５ 

 あんしんＳＶＩから離れた 

所にいても、無線式のペン 

ダントを 押すだけで緊急通 

報できます 

   220    440 

 リモート 

スイッチ 

 あんしんＳＶＩから離れた 

所にいても、有線式のスイ 

ッチ のボタンを押すだけで 

緊急通報できます。 

    55    110 

 シルバーホン 

  （ふれあいＳⅡ） 

 上肢の不自由な方が電話を使 
 用する際の各種操作を容易に 
 した電話器です。 

   550   1,100 

   

 オ 

 プ 
 シ 
 ョ 
 ン 

 制御 

スイッチＳ２ 

 手を使わなくても足等でペダ 
 ルを操作するだけでダイヤル 
 することができます。 

   100    250 

 呼気  手を使わなくても、息を吹き 
 かけるだけでダイヤルするこ 

   200    400 

  スイッチＳ２  とができます。     

 シルバーホン 

  （ひびきＳⅢ） 

 電話の声を聞きとりにくい方 
 のために頭部の骨を震動させ 
 て聞く骨伝導方式の電話器で 
 す。 

   680 
 

シルバーホン 

  （めいりょう） 

 耳が不自由な方のため相手の

声を18倍程度まで大きくする

ことができる電話器です。 

   110 
 
  187 

 
＊表中の料金に消費税は含まれていません。 

【相談の窓口】◆ ＮＴＴの営業所（☎０１２０－０１９－０００） 


